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役員報酬、諸手当及び費用弁償に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は社会福祉法人富士会（以下「富士会」という。）の定款第 9条及び第 24 

条の規定に基づき、評議員、役員及び評議員選任・解任委員（以下、「評議員等」という。）

の報酬、諸手当及び費用弁償について、必要な事項を定める事を目的とする。 

 

（報酬の額） 

第２条 評議員等に対し、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。 

２ 法人及び施設運営のために常時勤務する理事長及び業務執行理事に対し報酬を支給す

ることができる。その額は予算の範囲内において、知立市特別職の職員で非常勤の者の

報酬及び費用弁償に関する条例の、区分『臨時又は非常勤の委員、顧問』を参照に、次

の通りとし、評議員会の決議を得て支給する。尚、常時勤務とは、概ね１日４時間、週

４日以上勤務する事を言う。 

 

※業務執行理事に対する報酬は、 

その重責を考慮し理事長職の 

６０％とする。 

 

３ 評議員等に対し、富士会が主催する理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会に出

席した場合の謝金として支給する。その額は、第２項における『臨時又は非常勤の

委員、顧問』を参照に、１回につき一人一律８，５００円とし、源泉徴収後の額を

現金支給する。 

但し、評議員等のうち、社会福祉法人富士会職員として在籍する者、及び第２項に定

める役員に対してはこれを支給しない。 

 

（費用弁償） 

第３条 評議員等が富士会の事業に従事するため旅行した場合は、旅費を支給する。但し、 

あらかじめ宿泊料が指定されている場合には、指定された額とする。 

 

      

 

２ 前項の旅費に関する事項は、社会福祉法人富士会旅費規程に準じ、適用にあっては上

級者の職員の例による。 

 

（公表） 

第４条 この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の支給 

役 職 名 金額（月額） 

理事長 ５００，０００円 

業務執行理事 ３００，０００円 

交通費 宿泊費(日額) 日当(日額) その他 

実 費 １４，８００円 ３，０００円 実 費 



の基準として公表するものとする。 

 

（委任） 

第５条 この規程に定めるもののほか、必要事項は理事会の承認を得たのち、評議員会の

決議により定める。 

 

付則 

・この規程は、平成１３年１０月 １日より施行する。 

・この規程は、平成１７年 １月 １日より施行する。 

・この規程は、平成２９年 ４月 １日より施行する。 

 


